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図３－１－２ 市町等（保険者）における要介護人口１人あたり事業所数の 
三重県値との比較 
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※ 「事業所数／要介護人口」の三重県値を ％とした場合の各市町等の値 
※ 事業所数：長寿介護課調べ 

要介護人口：「介護保険事業状況報告月報」より 
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（県の取組）

○ 事業者のサービスの質の確保・向上をはかるため、新規に指定を受けた事業

者に対しては、介護保険制度の概要、各種届出等の手続、事故発生時の対応、

サービス提供に当たっての留意事項等、基本事項の研修を毎月実施し、既に

指定を受けている事業者に対しては、多岐にわたる介護保険法の各種基準の

解釈や介護報酬の算定方法について地域別に集団指導を実施するなど、事業

者のレベルアップを図っていきます。また、人員基準等や介護報酬について

事業者自身が日常的に自己点検できる「チェックシート」を提供していきま

す。

○ 指定更新時には、更新申請手続等の説明会と併せ、管理者等を対象として人

員基準等の再確認及び法令遵守の徹底を行うこと等を目的とする研修を実

施します。

○ さらに、事業者への情報提供を充実させるため、県ホームページで事業者向

け情報を公表し、随時更新するとともに、メール配信システムの活用により、

迅速かつ確実に必要な情報を登録事業所に配信していきます。

○ 訪問看護事業については、医療系サービスの基盤整備の一環としてサテライ

ト事業所の普及を積極的に促進していくため、設置できる要件を緩和します。

○ 訪問看護事業所が安定してサービスを提供していけるよう、事業所が抱える

問題点等について実態調査を行い、現状に即した対応策を検討、実施してい

きます。

○ 「お泊りデイサービス」については、届出制の導入、事故報告の仕組みを構

築するとともに、情報公表が推進される予定であるので、事業所の質の確

保・向上を図る観点から、着実に実施していきます。
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（２）短期入所サービス

 
（現状と課題）

○ 短期入所サービス（短期入所生活介護、短期入所療養介護）は、利用者が可

能な限り自宅で自立した日常生活を営むことができるよう、自宅にこもりき

りの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復を図るとともに、家族の身

体的・精神的な介護負担を軽減するといった重要な役割（レスパイトケア）

を担っています。

○ 要介護者等が地域や自宅での生活を継続していくためには、介護者の負担軽

減は大きな課題の一つとなっています。介護を担っている家族が病気やけが、

冠婚葬祭などの事由のほか、介護疲れから一時的に解放され、休息をとるた

めに短期入所サービスを利用することで、心身疲労や共倒れを防ぐとともに、

要介護者等も気分転換や家族の介護を客観的に見ることができるなどのメ

リットがあります。

○ 平成 （ ）年 月１日現在、県内の短期入所生活介護事業所は 事

業所 床（空床利用を除く。）、短期入所療養介護事業所は 事業所（す

べて空床利用。）あります。

○ しかしながら、どの施設に空きがあるのか分からない、数か月前には予約が

埋まっていて緊急時に利用ができない、医療依存度が高いなどの理由で受け

入れてもらえない、特別養護老人ホームの入所待ちの場として長期間利用し

ているなどの問題点も指摘されています。

○ 県では、事業者が自ら空き状況を入力することで、広く空床情報を提供でき

る「ショートステイ空床情報検索システム」を平成 （ ）年から稼働

させていますが、最新の情報が入力されていないことなどから、効果的に活

用されていない状況も見受けられます。
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（３）地域密着型サービス

 
（現状と課題）

○ 地域密着型サービスは、認知症高齢者や中重度の要介護者、ひとり暮らしの

高齢者が、住み慣れた地域で今までの生活が維持できるようにサポートする

サービスとして平成 （ ）年に創設されました。原則として所在市町

の住民のみが利用できるサービスで、保険者が指定・指導監督の権限を持ち、

国の基準の範囲内で独自の介護報酬が設定できます。地域の特性に応じた多

様で柔軟なサービスの提供を円滑に受けることができるよう、基盤整備を進

める必要があります。 
 

○ 地域密着型サービスの整備については、国から市町に交付される「地域介

護・福祉空間整備等施設整備交付金」制度により施設整備が行われてきまし

たが、平成 （ ）年度からは新たに創設された「介護基盤緊急整備等

臨時特例交付金」を活用した「介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金」に

より整備が行われ、第５期介護保険事業支援計画期間（平成 （ ）年

度～平成 （ ）年度）も、この補助金により整備を進めてきたところ

です。 

図３－１－４ 補助金を活用した地域密着型サービス事業所等整備の状況（第５期） 
 

○ また、施設の開所を円滑にするために、「介護職員処遇改善等臨時特例交付

金」を活用した「施設開設準備経費助成等特別対策事業補助金」により事業

の立ち上げの初年度に必要な設備整備費等にかかる支援を行ってきたとこ

ろです。 

小規模特別養護老人ホーム ５施設

床

認知症対応型デイサービスセ

ンター 
２施設 

小規模老人介護保健施設 １施設

床

定期巡回・随時対応型訪問介

護・看護 
２施設 

認知症高齢者グループホーム 施設

床

複合型サービス事業所 ３施設 

小規模多機能型居宅介護事業所 ８施設 介護予防拠点 １施設 

三重県長寿介護課作成 
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○ 平成 （ ）年より新たに創設された地域密着型サービスの設置状況に

ついては、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が県内で４件、「複合型

サービス」は県内で２件（いずれも平成 （ ）年 月末時点）となっ

ており、さらなる普及を図ることが必要です。 
 
○ 小規模型の通所介護事業については、平成 年度の制度改正におい

て、地域との連携や運営の透明性を確保するため、市町が指定・監督する地

域密着型サービスへの移行、また、経営の安定性の確保、サービスの質の向

上のため、通所介護（大規模型・通常規模型）や小規模多機能型居宅介護の

サテライト事業所への移行がそれぞれ予定されています。
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（県の取組）

○ 平成 （ ）年度から、地域医療介護総合確保基金（介護分）が創設さ

れることから、この基金を活用した「介護サービス施設・設備整備推進事

業補助金」により、地域密着型特別養護老人ホームや認知症高齢者グルー

プホーム等の地域密着型サービスの施設整備及び設備整備に対して、支援

を行います。 
 
○ 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」や「複合型サービス」の普及に向け

て、先進事例を調査研究し、市町及び社会福祉法人等に対し研修会を開催す

る等、積極的に情報提供するとともに、これらのサービスの実施にあたって

は、市町からの要請に基づいて、競合する居宅サービス事業所の指定につい

て制限することも可能であり、平成 （ ）年度に実施した事例もある

ことから、今後とも市町からの要請をふまえて支援していきます。

○ また、市町ごとの独自報酬設定権などを活用したサービス体制の整備を支援

します。

 
○ 平成 （ ）年度の制度改正にともなう小規模型通所介護事業の移行に

ついては、市町と連携を図りながら、円滑な移行が行えるよう支援していき

ます。 
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（４）特別養護老人ホーム

 
（現状と課題）

○ 施設サービスを必要とする方が円滑に介護保険施設を利用できるよう、市町

と連携して重点的に特別養護老人ホーム等の整備を進めています。

○ 第５期介護保険事業支援計画においては、期間中の３ヵ年で広域型の特別養

護老人ホーム 床、地域密着型の特別養護老人ホーム 床の整備を行

い、広域型の特別養護老人ホームは 床、地域密着型の特別養護老人ホ

ームは 床となり、合わせて特別養護老人ホームの定員数は 床とな

っています。 
 
○ 平成 （ ）年９月１日現在、特別養護老人ホームへの入所申込者は、

県全体で 人、このうち重度で在宅の待機者は 人となっており、

特別養護老人ホームへの入所を希望しても、すぐには入所できない状況にあ

ります。 
 

○ このような状況のもと、今般の法改正において特別養護老人ホームについて

は、限られた資源の中で、より入所の必要性の高い方が入所しやすくなるよ

う、居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての重点

化を図るため、平成 （ ）年４月１日以降、新たに入所する方につい

ては、原則として要介護３以上に限定することとされたところです。 
 

○ 県では、これまでも施設サービスを受ける必要性が高い入所申込者を優先的

に入所できるようにするため、市町・三重県老人福祉施設協会等との協働で

「三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針」を定め、各施設における入

所決定に際しての適正化を図っています。 
 

○ 施設サービスを必要とする入所待機者が円滑に入所できるようするために

は、施設整備を着実に推進していくとともに、指針に沿った適切な入所決定

が行われることが必要です。 
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（県の取組）

○ 広域型の特別養護老人ホームについては、施設サービスを必要とする高齢者

が円滑に入所できるよう、市町の介護保険事業計画における利用見込をふま

えつつ、市町が整備・指定を行う 人以下の小規模特別養護老人ホーム（地

域密着型介護老人福祉施設）の整備と併せて計画的に整備を進めます。

 
○ 広域型の特別養護老人ホームの施設整備（創設・増築）に対して、「老人保

健福祉施設整備費補助金」により支援を行います。

 
○ 施設サービスを受ける必要性が高い入所申込者が優先的に入所できるよう、

引き続き、各施設に対して、「三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針」

に基づく入所基準の適正運用を働きかけていきます。 
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（５）介護老人保健施設

 
（現状と課題）

○ 介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰をめざすとともに、

地域において自立した在宅生活が継続できるよう、在宅復帰支援と在宅生活

支援という重要な役割を担う介護老人保健施設の整備を進めています。

○ 第５期介護保険事業支援計画においては、期間中の３ヵ年で 床の整備を

行い、介護老人保健施設の定員数は 床となっています。 

○ 介護老人保健施設は、医療、看護、介護、リハビリテーションといった多様

なサービスを総合的に提供することができることから、地域包括ケアシステ

ムにおいても、中核的な役割を担うことが期待されています。 
 

○ 高齢者が必要とされる施設サービスを適切に受けられ、とりわけ、医療依存

度が高い高齢者を適切に支援していくためには、特別養護老人ホームととも

に、医療や看護、リハビリ等の専門性を有する介護老人保健施設をバランス

よく整備していくことが必要です。 
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図３－１－７ 介護老人保健施設の整備数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３－１－８ 第５期計画期間中の施設整備の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【介護老人保健施設】 
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計画数 実績数 計画数 実績数 計画数 選定数 計画数 実績・選定数
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－ 43 －

第
３
章

具
体
的
な
取
組



 
（県の取組）

○ 必要な施設サービスを地域において適切に受けられるよう、市町の介護保険

事業計画における利用見込をふまえつつ、地域の実情に応じた介護老人保健

施設の施設整備を進めます。

○ 介護老人保健施設（定員 人以上）の施設整備（創設）に対して、「老人保

健福祉施設整備費補助金」により支援を行います。

○ 地域包括ケアシステムにおいて、介護老人保健施設が在宅復帰支援施設と

しての機能を発揮できるよう、「在宅強化型老人保健施設」の要件を満たす

ことや介護報酬上の「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」を活用した機能

強化を働きかけていきます。 
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（６）介護療養型医療施設

 
（現状と課題）

○ 介護療養型医療施設とは、療養病床等を有する病院・診療所の介護保険適用

部分に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、

看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練等の必要な医

療を行うことを目的とする施設です。

○ 平成 （ ）年に、「主に医療が必要な方には医療サービス、主に介護が

必要な方には介護サービスを」の考え方のもと、医療の必要度に応じた機能

分担を推進することにより、利用者の実態に即したサービスの提供を図る療

養病床の再編政策が示されました。

○ これにより、平成 （ ）年度末までに介護療養型医療施設は廃止し、

老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護施設等に転換されることと

なっていましたが、転換が進んでいない現状を踏まえ、６年間転換期限が延

長されています。

○ 療養病床の再編は、医療機関の経営判断により進められるものであることか

ら、本県においては、医療機関からの相談対応及び転換支援措置の情報提供

等を行い、転換意向を持つ医療機関が円滑に転換できるよう支援しており、

これまで３施設が老人保健施設等へ転換しています。

○ 平成 （ ）年 月の転換意向アンケート調査によると、 施設 床

の転換意向は、医療療養病床 床、一般病床 床、老人保健施設 床、

未定 床となっています。
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（７）個室ユニット化の推進

 
（現状と課題）

○ 「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指

針」（平成 （ ）年厚生労働省告示第 号）においては、平成 （ ）

年度の介護保険施設（地域密着型を含む。）の入所定員の ％以上（このう

ち、特別養護老人ホーム（地域密着型を含む。）については ％以上）をユ

ニット型施設とすることを目標としています。

○ 介護保険施設における個室ユニット化を推進していくため、特別養護老人ホ

ーム（広域型）及び介護老人保健施設の整備にあたっては、ユニット型施設

の整備を基本としてきたところです。

○ また、介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金を活用し、従来型施設のユニ

ット化への改修を進めてきました。

○ この結果、県内の介護保険施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設）

におけるユニット型施設の割合は ％（このうち、特別養護老人ホーム

（地域密着型を含む。）におけるユニット型施設の割合は ％）となって

います。

○ 一方で、入所費用の負担軽減のため従来型施設を希望する方も多いことから、

従来型施設についても一定数確保していく必要があります。
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（県の取組）

○ 利用者一人ひとりの個性や生活のリズムを尊重したユニットケアを推進す

るため、特別養護老人ホーム 広域型 及び介護老人保健施設の整備について

は、基本的にユニット型施設の整備とします。

○ ただし、従来型施設への入所希望が多いことやユニット型施設の整備状況を

勘案し、一部については、地域の実情に応じて、市町の意見を聞いたうえで

従来型施設を整備することも可能とします。
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